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清掃一組処理施設に搬入できる廃棄物 

廃
棄
物 

家 庭 廃 棄 物 

事業系一般廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、
廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄
物 

事業活動に伴って生じた廃棄物の
うち産業廃棄物以外の廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物 

一般家庭の日常生活に伴って生じた
廃棄物 
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区収集 

持込み 

搬入不可 

一
般
廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物 

各区が収集・運搬 

排出者が直接持込むか、
または収集・運搬業者
を通じて持込む。 
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清掃一組処理施設の受入基準① 

 東京２３区の区域内において発生した一般廃棄物で 

あって、次のいずれにも該当しないものであること。 

 (1)ふん尿  
 (2)動物の死体 
 (3)特別管理一般廃棄物に指定されている物 
 (4)有害性の物 
 (5)爆発性のある物、火災発生の原因となる

おそれのある物等危険性のある物 
 (6)液状の物 
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清掃一組処理施設の受入基準② 

 (7)粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのある
物 

  (8)焼却施設にあっては、焼却に適さない物 
  (9)処理施設の管理運営に支障を来すおそれの

ある物  
  (10)産業廃棄物 
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(8)焼却施設にあっては、焼却に適さない物 
 

 ・金属、ガラス、石、陶器、土砂、コンクリート等の不燃物 
 
 
(9)処理施設の管理運営に支障を来すおそれのある物 
 

   ・清掃工場ごとに定められた形状、寸法を超える物 
 

   ・冷凍された状態の物、水分を多量に含んだ物、 
  一度に大量に搬入される物など、焼却等の処理に支障をき

たすおそれのある物 など 
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清掃一組処理施設の受入基準③ 
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清掃工場に搬入可能な形状・寸法① 

(1)柱・棒状の物 
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長
さ
50
㎝
以
下 

径10 ㎝以下 

長
さ
50
㎝
以
下 

角10 ㎝以下 
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清掃工場に搬入可能な形状・寸法② 

(2)板状の物 
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一辺の長さ50 ㎝以下 

一
辺
の
長
さ
50
㎝
以
下 

対角線の長さ50 ㎝以下 

(3)箱形の物 
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清掃工場に詰まった不適物① 
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  コンベヤ内部（通常時） 金属類が絡まった様子 
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清掃工場に詰まった不適物② 
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焼却炉主灰シュートに詰まった不適物 
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清掃工場に詰まった不適物③ 

 
破砕ごみ供給装置スクリュー軸に巻き付く破砕ごみ 

  

針金 (解除後の長さ260cm) 
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搬入物検査① 

搬入物検査の目的 
 

  清掃工場等の安全で安定した操業を確保するために、

受入基準に基づいて搬入物検査を実施している。 
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搬入物検査② 

搬入物検査の種類 
 
(1)常時搬入物検査 

業務委託により、ほぼ毎日、いずれかの清掃工場
で実施 
 

 
(2)一斉搬入物検査 

２３区と共同で、所定日に全清掃工場で2か月ご
とに実施 
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搬入物検査③ 

搬入物検査の種類 
 

(3)強化週間 
同一の週に各清掃工場で、独自搬入物検査
や啓発チラシの配布、プラットホームの監
視強化等を2か月ごとに実施 
 

(4)独自搬入物検査 
各清掃工場で随時に実施 
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搬入物検査で見つかった不適物（区収集）① 
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ごみ袋を開封すると… 

（平成22年度）布団 

（平成30年度）布団 
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搬入物検査で見つかった不適物（区収集）② 
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（平成29年度 中防不燃ごみ処理センターで見つかった注射針等） 

「危」と書かれた容器の中身を確認  歯科から排出されたとみられる注射針等 

注射針等詳細写真  注射針等詳細写真 
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搬入物検査で見つかった不適物（区収集）③ 
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（水銀体温計） 
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搬入物検査で見つかった不適物（持込み） 
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（平成29年度）大量の缶等 
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区収集の改善に向けて① 
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不
適
物
が
原
因
で
清
掃 

工
場
が
停
止
す
る
と 

復旧に多くの費
用と時間が必要
になる。 

遠くの清掃工場に
搬入することにな
る。 

各
区
の
運
搬
費
用
が 

増
加
す
る
。 

収
集
の
遅
れ
が
生
じ
る
。 
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区収集の改善に向けて② 
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(1)区収集の搬入物検査結果が良くなかった場合 

 ① その都度、不適物の写真を添えて当該区に検査結果を通知す

る。 

 ② 著しく搬入状況が悪いときは、該当区に収集状況の改善を依

頼する。  

(2)検査で見つかった不適物は全て該当区に持ち帰ってもらう。 

(3)２３区の清掃リサイクル主管課長会で、区収集と持込みの検

査結果を不適物の実例写真を添えて定期的に報告する。 
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区収集の改善に向けて③ 
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清掃工場の視点で、区
民向けのリーフレット
の作成 

清掃工場の見学者や清
掃フェア等のイベント
の来場者に配布 

2018/11/21 

区収集の改善に向けて④ 

22 

（１）２３区清掃事業従事職員との意見交換会の実施 

  清掃一組が各区清掃事務所等に出向き、意見交換を行う。 

 

（２）２３区・清掃一組の連絡会の実施 

  清掃一組と２３区清掃事業従事職員が一同に集まり、 

 意見交換を行う。 
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悪質な持込業者に対する指導の強化・処分規定の整備 
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（１）平成26年７月から 

  悪質な持込業者の指導基準を運用 

  ① 警告書の交付 

  ② 搬入物検査の強化 

（２）悪質な持込業者に対する処分等の規定を 

  整備し、平成30年7月1日より施行。 

持込みの改善に向けて① 
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持込業者への検査結果の通知 
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 不適正と判定された持込車両 
 の運転手に結果通知書を交付 

（１）平成２７年４月から 

運転手は会社に持ち帰り報告 

（２）平成２８年６月から 
  全ての持込車両に交付 

持込みの改善に向けて② 
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おわり 

今後も、ごみの減量とともに、 

ごみの適正な分別と排出に 

ご協力をお願いします。 
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